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開議 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○髙橋紀博委員長 ただいまより、民生常任委員会を開会いたします。 

本日の会議に、金谷、杉山両委員から欠席する旨の届出があります。 

それでは、会議を進めてまいります。 

令和６年第１回定例会提出議案についてを議題といたします。議案第２８号、議案第２９号、議

案第３３号、議案第３５号、議案第３８号、議案第４１号、議案第４４号ないし議案第６６号の以

上２９件につきまして、理事者から説明をお願いいたします。 

○稲田税務部長 議案第２８号、令和６年度旭川市一般会計予算のうち、税務部所管に係る事項に

つきまして、御説明申し上げます。 

初めに、歳入について御説明申し上げます。各会計歳入歳出予算事項別明細書の４ページを御覧

ください。１款の市税総額は、ちょうど４００億円でありまして、令和５年度当初予算額の４０８

億円と比較しますと８億円、率にして２％の減となっています。 

このうち、主な税目につきまして御説明申し上げます。まず、１項の市民税につきましては、賃

金の上昇や消費の拡大等に伴う個人所得の伸びや法人収益の増を見込む一方で、定額減税による減

収を考慮いたしまして、令和５年度当初予算と比較して８億８千９６０万１千円、率にして５％減

の１６７億９千８６０万７千円を見込んでおります。次に、２項の固定資産税及び７項の都市計画

税でありますが、いずれも主に家屋で、新築による増収が見込まれる一方、令和６年度が評価替え

の基準年度に当たっておりますことなどから、固定資産税では、令和５年度当初予算と比較して４

千５４０万６千円、率にして０．３％減の１４８億２千６５８万５千円、また、都市計画税では、

令和５年度当初予算と比較して６２５万円、率にして０．２％減の２９億６千４６８万４千円を見

込んでいます。次に、４項の市たばこ税につきましては、近年の動向として、たばこの売渡し本数

の増加が見込まれることから、令和５年度当初予算と比較して８千１３７万１千円、率にして２．

７％増の３０億９千５５７万８千円を見込んでいるところでございます。 

次に、歳出について御説明させていただきます。同じく、事項別明細書の４７ページを御覧くだ

さい。２款２項徴税費の予算総額は６億７千９８１万１千円であります。令和５年度当初予算と比

較しますと１１億１千７５３万７千円、率にして６２．２％の減となっておりますが、こちらは主

に、従前、徴税費で計上しておりましたふるさと納税推進費につきまして、新年度は、２款１項総

務管理費に計上することとしたためでございます。 

このうち主な事業につきまして、表の右側の説明欄により御説明申し上げます。税総合オンライ

ンシステムに関する費用でありますが、４７ページ、２款２項２目中、アスタリスクがついている

項目の上から２番目、税総合オンラインシステム管理費につきましては、端末機器の借上料などの

管理経費としまして５千７８１万５千円、下から２番目にあります、税総合オンラインシステム整

備費につきましては、税制改正等に係るシステムの改修費用としまして３億２６４万３千円を計上

しているところでございます。 

以上、税務部所管に関わります令和６年度一般会計予算の概要となります。よろしくお願いいた

します。 

○林市民生活部長 議案第２８号、令和６年度旭川市一般会計予算のうち、市民生活部所管に係る
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予算の概要について、御説明申し上げます。 

初めに、資料はございませんが、歳入についてであります。主なものといたしましては、使用料

及び手数料、国庫支出金、道支出金、諸収入、市債などであり、総額８億４０３万１千円で、令和

５年度当初予算と比較しますと２億５千２１９万３千円の増となっております。 

続きまして、歳出についてでありますが、２款総務費９億８千７０３万１千円、３款民生費６０

１万円、４款衛生費５億２千４５万３千円、６款農林水産業費１億３千２０９万６千円、総額１６

億４千５５９万円で、令和５年度当初予算と比較すると３億１千７０３万１千円の増となっており

ます。 

所管の事業数ですが、経常費と臨時費を合わせて４５事業となっており、主な事業について、令

和６年度予算臨時事業費説明資料により御説明いたします。 

まず、９－１ページになりますが、２款１項５目市民活動費の一番下の段、市民の日記念事業費

１１７万２千円です。こちらの事業は、多くの市民が楽しみながら旭川の魅力を共有し、郷土愛を

深める機会を創出することを目的としており、令和６年度の取組としては、市民の日を広く周知す

るとともに、市有施設の無料開放を行うほか、地域等が主体的に実践するまちづくり活動を表彰し、

広く紹介することで、住民活動に対する動機づけや励みとしていただき、また、その意義や必要性

が多くの市民に理解され、活動の輪が広がるよう、地域まちづくりに関するアワードを開催しよう

とするものであります。 

次に、９－２ページ上から２段目になります。地域会館建設費等補助金９３１万１千円です。こ

ちらは、地域住民の主体的な活動の場を確保するため、地域会館の修繕または増改築、新築、解体

等を行う団体に対し補助金を交付するものであり、令和６年度は、少額の修繕等について、補助金

をより活用しやすくなるように制度の一部見直しを行おうとするものであります。 

次に、同じページですが、下から２段目、地域情報共有プラットフォーム運営費１千７６９万円

についてです。こちらの事業は、令和４年度に開発した地域情報共有プラットフォーム、くらしの

アプリを含むシステムの管理運営を行うものであり、令和６年度は、地域課題の解決に向け、学生

などとともに取り組むアイデアコンテストやシステム開発など、新たな取組により、地域活動の活

性化を図ろうとするものです。 

続いて９－３ページ、２款３項１目戸籍住民基本台帳費の一番上の段になります、市民サービス

センター開設費７万１千円です。市民サービスセンターにつきましては、平日の市役所の開庁時間

に来庁できない市民へのサービスの充実を目的として、平成２７年の６月から神楽支所で試行的に

事業を開始し、現在は、毎月１回土曜日に開設しているところでありますが、社会全体のデジタル

化が進む中、マイナンバーカードを活用した各種証明書のコンビニ交付や、オンラインでの届出、

いわゆる引っ越しワンストップサービスなど、来庁せずに手続できるサービスや代替手段への拡充

等が進んできたことから、業務の効率化や費用対効果などの視点を踏まえ、住民異動が多い４月の

開設をもって事業を終了しようとするものであります。 

次に、同じページの２段目、市民課窓口ＩＣＴ化推進費６千１５２万円及び一番下の段の総合窓

口運営費２千１０３万９千円です。これらの事業は、窓口支援システム及びキャッシュレス決済の

運用など、市民課窓口のＩＣＴ化を推進するとともに、総合窓口におけるフロア案内の体制を整備

し、市民の利便性やサービスの向上を図ろうとするものであります。令和６年度は、業務手順の可
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視化、総合案内や窓口に導入するシステムの検討、窓口支援システムや他のシステムとの連携等を

行おうとするものであります。 

次に、上から３段目の市民課ＤＸ推進費２億３千６６３万４千円です。こちらは、住民基本台帳

事務、戸籍事務及びマイナンバー関係事務において運用しているシステム群について、手続のＤＸ

化を進めるなど、円滑な事務の執行を図り、窓口での市民の利便性を高めようとするものでありま

す。令和６年度は、マイナンバーカードの取得促進のほか、住民記録システム標準化後の対応等を

行おうとするものであります。 

次に、議案第４４号、旭川市印鑑条例の一部を改正する条例の制定です。本案は、行政手続のオ

ンライン化推進の一環として、証明請求者の利便性向上を図るため、印鑑登録証明書の交付申請に

おいて、オンライン請求を導入することに伴い、個人番号カードを使用することで、印鑑登録証の

提示を必要としない規定を整備するほか、所要の規定を整備しようとするものであります。施行日

は、オンライン請求に係る規定の整備は令和６年４月１日、その他所要の規定の整備は公布の日と

しております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○金澤福祉保険部長 本定例会に提出している議案のうち、福祉保険部所管に係る事項について、

御説明申し上げます。 

まず初めに、議案第２８号、令和６年度旭川市一般会計予算でございます。 

福祉保険部の所管事業全体の予算額でございますが、補助金等の増により、令和５年度と比較し

まして７．４％増の５７６億３千７１２万３千円となっております。 

所管事業数につきましては、経常費と臨時費を合わせまして８１事業となっており、主な事業に

つきまして、令和６年度予算臨時事業費説明資料により御説明申し上げます。 

まず、臨時事業費説明資料の１０－１ページを御覧ください。下から３つ目の地域共生社会推進

費でございます。令和６年度は地域まるごと支援員を８名から１０名に２名増員し、地域づくり支

援を強化しようとするもので、７千４０９万６千円を計上しております。 

次に、同じく１０－１ページの下から２つ目の民生委員児童委員ＩＣＴ活用推進費でございます。

令和６年度は民生委員児童委員の負担軽減や、次世代の担い手確保に向けて構築した専用ポータル

サイトにＡＩによるＱ＆Ａ回答生成機能を追加しようとするもので、２千２３９万６千円を計上し

ております。 

次に、１０－２ページを御覧ください。下から２つ目の福祉タクシー利用料金等助成費でござい

ます。令和６年度は対象者について、身体障害者手帳の交付基準を個別等級から総合等級に見直し、

精神障害者保健福祉手帳２級を所持している方を追加します。また、これまで１枚６００円の共通

券を２４枚交付してまいりましたが、タクシーチケット１枚５００円、自動車燃料給付券を１枚３

５０円とし、共通券を維持したまま、枚数を４０枚に見直し、１億２千５５０万円を計上しており

ます。 

次に、１０－４ページを御覧ください。上から１つ目の手話劇祭開催事業費でございます。これ

は全国的な手話啓発イベントである手話劇祭が本市で開催されることに伴い、実行委員会への負担

金を支出するもので、８０万円を計上しております。 

次に、１０－５ページを御覧ください。上から３つ目の介護人材確保支援費でございます。これ



- 4 - 

は市内で訪問介護員として従事する人材を確保するため、介護職員初任者研修の実施や研修受講料

に対する補助等を行うもので、１千２９８万６千円を計上しております。 

次に、同じく１０－５ページの下から２つ目の介護予防高齢者補聴器購入助成費でございます。

これは介護予防を目的として、身体障害者手帳の交付を受けていない６５歳以上で、聴力の低下に

より、日常生活に支障を来している高齢者に対し、補聴器購入費用の一部を助成し、モデル事業と

して実施するものでございまして、２５７万１千円を計上しております。 

最後に、経常費のため資料には掲載しておりませんが、障害者相談支援費でございます。令和６

年度は、医療的ケア児等総合相談室を設置し、医療的ケア児等への支援を拡充するなど、障害児支

援の体制を強化するもので、１億１千３４万３千円を計上しております。 

続きまして、特別会計でございます。令和６年度各会計歳入歳出予算事項別明細書に基づき、御

説明いたします。 

まず、議案第２９号、令和６年度旭川市国民健康保険事業特別会計予算でございます。事項別明

細書は１２７ページからとなります。予算総額は３５６億８千３９８万８千円で、令和５年度と比

較して、国民健康保険事業費納付金の減などにより２億４千９３６万８千円、０．７％の減となっ

ております。 

歳入の主なものとしましては、１２８ページ、１款国民健康保険料で、令和５年度と比べて１億

４千７０７万６千円減の４７億１千３６万１千円、３款道支出金で４千９１１万４千円減の２６８

億７千１８０万８千円、５款繰入金で３千９８４万６千円減の４０億５千５３６万９千円となって

おります。 

次に、歳出の主なものとしましては、１２９ページ、２款保険給付費で８千４２４万９千円減の

２６４億１千９６万６千円、３款国民健康保険事業費納付金で２億１千３７７万９千円減の８２億

２千４３２万８千円となっております。 

続きまして、議案第３３号、令和６年度旭川市介護保険事業特別会計予算でございます。事項別

明細書は１８３ページからとなります。予算総額は３７９億３千１４３万８千円で、令和５年度と

比較して、保険給付費の増などにより１２億４２６万５千円、３．３％の増となっております。 

歳入の主なものとしましては、１８４ページ、１款保険料で、令和５年度と比べて１千２２１万

２千円減の６９億６千８９０万４千円、２款国庫支出金で４億５千６３４万４千円増の９７億３千

５８１万２千円、３款支払基金交付金で３億４千９０９万円増の９９億９千２４４万１千円、４款

道支出金で１億６千１９５万円増の５１億７千６９１万１千円、６款繰入金で２億４千８６３万４

千円増の６０億５千１０３万２千円となっております。 

次に、歳出の主なものとしましては、１８５ページ、２款保険給付費で１２億２千１３９万１千

円増の３５４億５千９１１万１千円、３款地域支援事業費で６千７０３万３千円増の１６億５千９

１万６千円となっております。 

続きまして、議案第３５号、令和６年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計予算でございます。

事項別明細書は２１９ページからとなっております。予算総額は６５億３千９９８万８千円で、令

和５年度と比較して、後期高齢者医療広域連合納付金の増などにより５億７千１６９万２千円、９．

６％の増となっております。 

歳入の主なものとしましては、２２０ページ、１款保険料で、令和５年度と比べて、４億７千１
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４２万７千円増の４６億３千８０５万５千円、２款繰入金で８千７０５万９千円増の１８億６千６

４５万円となっております。 

次に、歳出の主なものとしましては、２２１ページ、２款後期高齢者医療広域連合納付金で５億

４千９８５万２千円増の６２億７千１４９万９千円となっております。 

続きまして、条例の制定に係る議案でございます。 

初めに、議案第４５号、旭川市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例の制定につきましては、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生

労働省関係省令の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、新たな情報通信技術の導入活用に

円滑に対応できるよう、所要の改正を行おうとするもので、施行日は公布の日としております。 

次に、議案第４６号、旭川市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の一部を改正する条例の制定につきましては、児童福祉法に基づく関係省令の一部改正に伴うもの

で、本市が条例で定めている指定通所支援の事業等の人員や設備、運営等に関する基準について、

所要の改正を行おうとするものでございます。主な改正内容は、医療型児童発達支援の児童発達支

援への一元化に伴う規定の整備、障害児及びその保護者の意思をできるだけ尊重するための規定の

整備等となっており、施行日は令和６年４月１日としております。 

次に、議案第４７号から議案第５０号までの４件につきましては、いずれも障害者総合支援法に

基づく関係省令の一部改正に伴うもので、本市が条例で定めている障害福祉サービス等を提供する

事業所等の人員や設備、運営等に関する基準について、所要の改正を行おうとするものでございま

す。主な改正内容は、利用者の意思決定の支援に配慮するための規定の整備、地域移行支援推進に

係る規定の整備等となっており、このほか、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。

施行日につきましては、公布の日から施行となる一部の改正規定を除き、令和６年４月１日として

おります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○向井保健所地域保健担当部長 本定例会に提出している議案のうち、保健所所管に係る事項につ

きまして、御説明を申し上げます。 

初めに、議案第２８号、令和６年度旭川市一般会計予算についてでございます。 

資料はございませんが、保健所全体の歳入歳出予算概要につきまして、御説明を申し上げます。 

まず、歳入の総額でございますが、当初予算額は３億４千５７９万４千円で、前年度に比し２４

億４千１０５万５千円の減となっております。この主な要因といたしましては、新型コロナウイル

ス感染症の５類移行により、コロナ対応に係る国や道からの負担金、交付金が減額となったことに

よるものでございます。また、歳入の主なものといたしましては、屠畜検査や営業許可等に係る使

用料、手数料のほか、コロナワクチンの予防接種による健康被害に係る道支出金等となっておりま

す。 

次に、歳出の総額でございますが、当初予算額は１４億８千９６８万２千円となっており、歳入

同様、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、関連事業が終了したことにより、前年度に比

し２６億８千５９万７千円の減となっております。 

続きまして、保健所が所管する経常費２３事業、臨時費１１事業合わせて３４事業のうち、次年

度拡充予定の主な６事業につきまして、御説明をいたします。 
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歳入歳出予算事項別明細書の６０ページを御覧ください。右端の説明欄にあります事業名となり

ますが、まず、経常費で上から９つ目になります、地域保健対策推進費１７５万６千円についてで

ございます。本事業は地域保健活動の円滑な推進のため、令和６年度は、公益財団法人日本骨髄バ

ンクが実施する、骨髄バンク事業において登録ドナーに対し、骨髄または末梢血肝細胞提供のため

の通院及び入院にかかる日数に応じ、１０日を限度として、１日当たり１万円を助成するもので、

ドナー登録や骨髄提供等を行いやすい環境を整備してまいります。 

次に、下の段になりますが、一番上になります、がん対策費２億４千１７２万８千円についてで

ございます。令和６年度はがん検診について、現在実施している個別の受診勧奨のほか、検診の初

年度である４０歳の誕生月を迎えた市民や子育て世代を対象に、検診の重要性やがん予防等につい

て周知を行い、がんへの正しい知識の普及啓発を図り、受診率向上につなげてまいります。また、

新たにがん治療に伴う脱毛等の外見変化に対する支援の取組として、ウイッグ等の補整具の購入に

係る費用の助成制度を創設し、がん治療者の就労等の社会参加を支援してまいります。 

次に、その５つ下になります、予防接種費７億７千２１万９千円についてでございます。令和６

年度につきましては、制度改正等による変更が予定されている主なものとして、Ａ類疾病について、

ＨＰＶワクチンのキャッチアップ接種が最終年度となりますことから、個別勧奨を全対象者へ拡大

するとともに、医療関係団体との連名によるポスターの作成等により、周知の強化を図ってまいり

ます。また、ワクチンの種類の変更といたしましては、４種混合ワクチンがヒブワクチンを加えた

５種混合ワクチンになることなどが予定されています。また、Ｂ類疾病では肺炎球菌のワクチン接

種について、経過措置の終了により、６５歳及び６０歳から６４歳の基礎疾患のある方に対する定

期接種となる予定でございます。 

続きまして、臨時事業費でございますが、先ほどの予防接種費から５つ下になります、歯科保健

推進費４９１万７千円についてでございます。本事業は生涯を通じた市民の口腔衛生意識の普及啓

発を行うとともに、オーラルフレイル対策を含めた各種歯科保健事業を推進するもので、令和６年

度は、現在の歯周病健診に加え、新たに後期高齢者医療被保険者を対象とした歯科健診を実施し、

高齢者の口腔機能の維持向上に取り組んでまいります。 

次に、その下になります、スマートウエルネス推進費７８２万７千円についてでございます。本

事業は健幸福祉都市の実現に向け、スマートウエルネスあさひかわプランに基づく取組を推進する

もので、令和６年度は現在開発中のあさひかわ健幸アプリの運用を４月から開始し、アプリを活用

した健康づくり行動の支援や情報発信を行ってまいります。また、ヘルスケア向上のため、市民が

気軽に利用できる測定スポットとして、靴を履いたまま測定することができる体組成計を本年度寄

附金の活用により、新庁舎の２階に設置するものに加え、新たに市有施設２か所に増設をいたしま

す。 

次に、その下になります、感染症対策費８３５万６千円についてでございます。本事業は新型コ

ロナウイルス感染症をはじめとする感染症の予防及び蔓延防止を図るため、感染症対策官の配置な

ど、予防に関する啓発活動や集団感染発生時の調査等を行ってまいります。 

以上が、令和６年度当初予算に係る保健所所管分の主な事業でございます。 

続きまして、条例の改正でございます。議案第６３号から第６６号の４件につきまして、順次御

説明を申し上げます。 
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初めに、議案第６３号、旭川市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてでございます。本案は動物の愛護及び管理に関する法律に基づく動物の不適正飼養者に対す

る規制権限の一部が、令和６年４月１日付で北海道から本市に移譲されることに伴い、本市条例に

ついて、動物愛護管理員等に係る規定の整備のため、所要の改正を行うものでございます。施行日

につきましては、令和６年４月１日としております。 

次に、議案第６４号、旭川市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例の制定及び議案第６６号、旭川市介護医療院の人員、施設及び設備並び

に運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、関連がありますことから、

一括して御説明をいたします。本案は、いずれも介護保険法に基づく関係省令の一部が改正された

ことに伴い、本市が条例で定めている介護老人保健施設及び介護医療院について、人員や運営等に

係る基準について所要の改正を行うものであり、主な改正内容といたしましては、電磁的記録等に

係るものや、管理者の業務範囲等についての規定の整備となっております。施行日につきましては、

省令で定められた一部の規定の整備を公布の日、それ以外につきましては、令和６年４月１日とし

ております。 

次に、議案第６５号、旭川市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例

を廃止する条例の制定についてでございます。本案は、健康保険法等の一部を改正する法律附則第

１３０条の２第１項の規定により、なおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設に

係る経過措置期間の満了に伴い、当該条例を廃止するものでございます。施行日につきましては、

令和６年４月１日としております。 

保健所所管分については以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○富岡環境部長 議案第２８号、令和６年度旭川市一般会計予算につきまして、環境部が所管しま

す予算の概要を御説明いたします。 

特に資料はございませんが、初めに歳入でございます。予算総額は４１億２千３４７万１千円で、

前年度比２１億８千１８６万７千円の増となっており、市債、国庫支出金、道支出金が主な増要素

となっております。 

次に、歳出でございますが、予算総額は６４億８千３４６万８千円で、前年度比２３億８千４８

９万１千円の増となっており、臨時費の（仮称）旭川市リサイクルセンター新築工事請負費及び近

文清掃工場基幹的設備改良工事請負費が主な増の要素となっております。 

次に、令和６年度に予定しております主な事業につきまして、御説明いたします。環境部では自

然共生社会、循環型社会、脱炭素社会の構築に向け、旭川市環境基本計画、旭川市ごみ処理・生活

排水処理基本計画及び旭川市地球温暖化対策実行計画の各計画の趣旨を踏まえ、事業構築を行って

おります。 

それでは、令和６年度予算臨時事業費説明資料の１３－１ページを御覧ください。 

初めに、一番上、鳥獣対策費でございます。予算額１千７４０万６千円は、市民の安全、安心を

守る観点から、人の生活圏に出没するヒグマや繁殖期の攻撃的なカラスの対策を行うものでござい

ます。このうち、ヒグマ対策につきましては、令和５年度と同様に、美瑛川河川敷を中心に、電気

柵の設置や草刈りなどの市街地侵入抑制対策を実施するとともに、専門業者に委託し、生息状況調

査や個体の特定を目的としたＤＮＡ分析を実施することとしております。また、出没監視用に通信
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機能つきのセンサーカメラを使用しておりますけれども、被写体の動物をＡＩで識別する機能を付

加し、より効果的かつ効率的な監視体制を構築してまいります。 

続きまして、１３－２ページの上から３つ目、地球温暖化対策推進費でございます。予算額１千

５６６万９千円は、ゼロカーボン動物園の実現に向けた計画策定に要する委託料のほか、エゾヤマ

ザクラの植樹など、主に市民を対象とした意識改革、行動変容の促進に向けた取組を実施するもの

でございます。特にゼロカーボン動物園につきましては、これまで園内の剪定枝などを利用した地

域循環型のペレットを燃料とするストーブを導入するなど、経済部と連携しながら取組を進めてき

ておりますが、今後は、レジリエンス、脱炭素、コストの最適なバランスを考慮し、事業の方向性

を定め、より進化した取組につなげてまいりたいと考えております。 

次に、１３－４ページの下から２つ目、缶・びん等資源物中間処理施設整備費でございます。予

算額２１億７千８７５万２千円は、令和７年度中の供用開始を予定しております、（仮称）旭川市

リサイクルセンターにつきまして、施設本体の建設工事を継続するとともに、一部外構工事を実施

するものでございます。 

次に、１３－５ページの一番上、近文清掃工場基幹的設備改良事業費でございます。焼却炉の耐

火物の更新等により、近文清掃工場で２度目の延命化を行うものでございます。工事期間は、令和

６年度から令和９年度の４年間としており、令和６年度予算額３億７千２０２万円のほか、令和７

年度から令和９年度までを期間として、７５億５千１７８万６千円を限度額とする債務負担行為を

設定するものでございます。 

次に、その２つ下になります、粗大ごみ収集デジタル化事業費でございます。これは、令和６年

度からの新規事業でございますが、予算額４３２万６千円は、粗大ごみの収集に関し、市民の利便

性の向上と業務の効率化を図るため、休日、夜間等でも申込みが可能なオンライン受付システムを

整備するほか、廃棄物収集車の配車、収集ルートの自動生成について検証を進め、粗大ごみ収集シ

ステムの構築を行おうとするものでございます。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○木村市立旭川病院事務局長 令和６年第１回定例会提出議案のうち、市立旭川病院が所管してい

るものにつきまして、順次御説明を申し上げます。 

最初に、議案第３８号、令和６年度旭川市病院事業会計予算につきまして、配付資料、令和６年

度病院事業会計予算の概要に基づき、御説明を申し上げます。資料を御覧ください。 

初めに、左上の１、患者数になりますが、入院延べ患者数１１万１千３２５人、１日平均で３０

５人、外来延べ患者数２１万３千５９７人、１日平均で８７９人、合計で３２万４千９２２人を予

定しております。前年度当初予算との比較では、入院で１千４４０人の減、外来で１万４千７９９

人の減、合計で１万６千２３９人の減となっております。 

次に、その下の２、収益的収支（税込）になりますが、まず、病院事業収益につきましては、医

業収益で１１２億６千５７３万９千円、医業外収益で８億８千４０５万９千円、一般会計負担金で

７億５千４３８万２千円、特別利益で３億６千８６６万２千円、合計１３２億７千２８４万２千円

を予定しており、前年度との比較では、主に医業収益の増により５億８万５千円、率にして３．

９％の増となっております。 

次に、病院事業費用につきましては、医業費用で１３５億５千３７２万９千円、医業外費用で１
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億８千５８９万１千円、特別損失で１千円、予備費で４００万円、合計１３７億４千３６２万１千

円を予定しており、前年度との比較では、主に医業費用の増により４億６千６３１万円、率にして

３．５％の増となっております。 

次に、右上の３、資本的収支（税込）になりますが、まず、資本的収入につきましては、企業債

で８億１千７６０万円、負担金で８億２千９４５万３千円、合計１６億４千７０５万３千円を予定

しており、前年度との比較では、負担金の増により３千２８５万５千円、率にして２％の増となっ

ております。 

次に、資本的支出につきましては、建設改良費で８億５千１９５万２千円、企業債償還金で１３

億７千４５４万２千円、投資で１千２００万円、予備費で１００万円、合計２２億３千９４９万４

千円を予定しており、前年度との比較では、主に企業債償還金の増により１億１千９４８万２千円、

率にして５．６％の増となっております。 

また、表の下になりますが、建設改良費の内容といたしましては、建物の自動火災報知器更新工

事ほか３件で４億２千５９８万１千円、器械備品の血管造影Ｘ線診断装置ほか５２件で４億２千５

９７万１千円を予定しております。 

次に、その下の４、損益計算及び資金収支になりますが、（１）損益計算（税込）にありますと

おり、当年度の予定損益は、４億７千２４５万４千円の純損失となり、累積欠損金は、１３０億５

千３７０万６千円となる見込みでございます。また、（２）の資金収支につきましては、８億４千

４３９万８千円の資金不足となり、令和６年度末の資金収支累計額につきましては、１億２千９６

９万８千円と資金不足は生じない見込みとなっております。 

当初予算については、以上でございます。 

続きまして、議案第４１号、旭川市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例及び旭川市

病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、議案書により御説明を

申し上げます。本案は、地方自治法の一部改正に伴い、旭川市病院事業の設置等に関する条例第５

条における同法の引用条項を改正後の条項に改めようとするものでございます。 

説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○松本福祉保険部保険制度担当部長 議案第５１号から議案第６２号までの１２件につきまして、

提案理由を御説明いたします。 

初めに、議案第５１号から議案第５３号まで及び議案第５６号から議案第６２号までにつきまし

て、関連がありますことから、一括して御説明いたします。これら１０件の条例につきましては、

いずれも介護保険法等に基づく関係省令の一部が改正されたことに伴い、本市が条例で定めている

介護サービスを提供する事業所等の人員や運営等に関する基準について、所要の改正を行おうとす

るものでございます。改正内容といたしましては、提供する介護サービスの種別により異なる部分

がありますが、主な内容といたしましては、管理者等の兼務範囲の明確化に関する規定の整備、協

力医療機関との連携体制の構築に関する規定の整備、身体的拘束等の適正化に関する規定の整備、

福祉用具の貸与の適正化及び販売に係る事後対応に関する規定の整備などとなっており、このほか、

所要の規定の整備を行おうとするものでございます。また、議案第５３号及び議案第５６号から議

案第６２号につきましては、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働

省関係省令の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、新たな情報通信技術の導入、活用に円
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滑に対応できるよう、所要の改正を行おうとするものでございます。施行日についてでありますが、

人員や運営等に関する基準の改正は、公布の日及び令和６年６月１日施行となる一部の改正規定を

除き、令和６年４月１日から、デジタル社会の形成に関する規定の改正は、公布の日からそれぞれ

施行することとしております。 

次に、議案第５４号、旭川市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の制定につきまして、主

な改正内容を御説明いたします。 

初めに、第１条、旭川市国民健康保険条例の一部改正についてでございます。１点目は、国民健

康保険法の一部改正による国民健康保険における退職者医療制度の廃止に伴う経過措置等の期間が

経過したことにより、関連規定の整備を行うものでございます。２点目は、国民健康保険法施行令

の一部改正により、国が定める賦課限度額の基準が改められたことに伴い、この基準との乖離が生

じないよう考慮するとともに、中間所得層の負担を緩和し、被保険者間の負担の均衡を図るため、

国民健康保険料における賦課限度額を改正しようとするもので、その内容といたしましては、後期

高齢者支援金賦課限度額を現行の２２万円から２４万円に引上げをするものでございます。この結

果、基礎賦課限度額６５万円及び介護納付金賦課限度額１７万円には変更はないことから、賦課限

度額の合計は、現行の１０４万円から１０６万円に引上げとなります。３点目は、国民健康保険料

の低所得者に対する保険料軽減判定措置に関する所得判定基準が改定されたことに伴い、５割軽減

に関わる基準の算定において、被保険者数に乗じる金額を２９万円から２９万５千円に、２割軽減

に関わる基準の算定において、被保険者数に乗じる金額を５３万５千円から５４万５千円にそれぞ

れ引き上げ、対象者を拡大しようとするものでございます。このほか所要の規定の整備を行おうと

するものでございます。 

次に、第２条、旭川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正についてでございます。

平成３０年度からの都道府県単位化に伴い、保険料が急増する低所得者に対する激変緩和措置につ

いてであります。これまで、保険料水準の統一が始まるまでの間の措置として、計画的かつ段階的

な縮小を図ってきたところでありますが、令和６年度において、この統一が図られますことから、

基礎控除後の総所得金額が１６７万円以下の世帯の保険料について、世帯に属する４０歳から６４

歳までの被保険者１人につき５００円を減額する措置並びに低所得者軽減の７割軽減及び５割軽減

の対象世帯の被保険者１人につき５００円を減額する措置をそれぞれ廃止するものでございます。

これらの改正は、いずれも令和６年４月１日から施行し、令和６年度分の保険料から適用しようと

するものでございます。 

次に、議案第５５号、旭川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

本案は、令和６年度から令和８年度までの３年間を計画期間とする第９期旭川市高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画の策定や介護保険法施行令の一部改正等に伴い、新たな保険料及び段階の設

定並びに低所得者の保険料の軽減を行うものでございます。介護保険料については、計画期間であ

る３年間のサービス給付の見込みや被保険者数の推移等に基づいて算定しておりますが、次期、第

９期計画におきましては、介護給付費準備基金等の活用により、基準額を現在の第８期計画と同額

の月額６千１９０円とし、年間の保険料としては、７万４千３００円を維持してまいります。 

また、第９期計画の介護保険料段階につきましては、国の保険料段階が、９段階から１３段階に

多段階化されたことに伴い、本市においても、第９段階を合計所得金額３２０万円以上４００万円
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未満としていたものを、国の区分と同様、３２０万円以上４２０万円未満とし、以降、２００万円

ごとに区分していた第１０段階から第１２段階を１００万円ごとの区分に細分化し、これまでの全

１３段階から全１５段階とすることで、所得の高い方に保険料を多く負担していただく一方、所得

の低い方の保険料を据え置くとともに、第１段階につきましては、負担割合を国が示す割合まで引

き下げることで、保険料を軽減しようとするものでございます。施行日につきましては、令和６年

４月１日としております。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○髙橋紀博委員長 ただいまの説明につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○髙橋紀博委員長 なければ、本日のところは説明を受けたということにとどめておきたいと思い

ます。 

以上で、予定していた議事は全て終了いたしました。 

その他、委員の皆様から御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○髙橋紀博委員長 それでは、本日の委員会は、これをもって散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１０時４９分 

 

 


